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　セッション３．必要とされる技術⑵

1）放射能汚染地域での救出活動
実情把握の方法と技術的課題；今後の展望

コーディネーター 岡田　　健 東京文化財研究所

討　論　者 菊地　芳朗 福島大学

 佐野　千絵 東京文化財研究所

 藤原　妃敏 福島県立博物館

 山梨絵美子 東京文化財研究所

 吉野　高光 福島県双葉町教育委員会

セッション趣旨

今回の震災において、自然が直接猛威をふるった災害ではなく、災害が原因で原子力発

電所での爆発事故が発生した福島県のケースは、国・県・市町村の行政のみならず、文化

財を専門とする各分野の人々にとっても想定外のことでした。何も準備がなされていない

中で、私たちは以下の三つの事柄について注意を払い、救出活動を実施してきました。①

文化財資料が被爆するという状況が発生した場合の対処方法をどうするか。②立ち入りの

禁止された区域に取り残された文化財資料についてどのような基準を作って救出活動を実

施するか。③地域ぐるみで住民が指定区域圏外へ長期避難をしているという状況におい

て、文化財資料を救出するということはどういう意味を持つのか。

　特に指定区域からの文化財の救出には、当初情報が不足していたこともあり、救援活動

をする人の安全、救出される文化財資料の安全性の担保を慎重に考えた結果、①活動開始

に時間を要した。②活動参加者が極めて限定的になった。③各地域の公立歴史資料館から

の救出は実現したものの、個人所有の文化財資料については今なお手つかずになってい

る。④救出した文化財資料が何時その地域に戻ることになるのかが分からない。など、多

くの課題を残しています。

事前の準備方法、事故後の情報収集、作業体制の確立、救出後の保管方法、地域文化財

としての価値などのテーマについて、関係者による討論を行いたいと思います。

アンケート

1）今回、どのような活動に参加し、何を担当したか
◇　岡田：平成24年５月～７月。平成24年度に持ち越された放射能汚染警戒区域内からの

文化財資料救出作業実施に向けた事前準備作業統括。救援委員会事務局長として、各

担当が福島県教委との連携のもと、対象となる大熊・双葉・富岡の３町での作業、及

び一時避難先となる旧県立相馬女子高校（相馬市所在）での保管環境構築について、

作業手順の策定・資材及び車輌等の手配を進めるのを統括した。警戒区域への人員派

遣について、救援委員会としての基準を策定し、７月20日の委員会全体会合で説明を



117

放
射
能
汚
染
地
域

行い、各団体への人員派遣を呼びかけた。

８月～11月。４カ月間、県教委・各町担当者・県立博物館・救援委員会等のメンバー

によって、合計12回にわたり３町資料館での文化財梱包作業と運び出し作業が実施さ

れ、そのうち３回の作業に一員として参加した。

◇　菊地：

・「福島県被災文化財等救援本部」の５つの幹事組織うちの１組織の代表として会議

に出席し、汚染地域からの文化財搬出の方針等について議論した。

・実際の搬出作業に関しては、非公務員としての立場上、警戒区域（現在3区域に再

編中）内での作業に携わることができず、区域外に設けられた一時保管施設での搬

出資料の受け取り・部屋配置・開梱等を担当した。

・上記作業の際、指導学生に呼びかけ、ボランティアとして加わってもらった（のべ

30名ほど）。

◇　佐野：放射線取り扱い主任者有資格者の責務として、震災直後から放射線に関する情

報収集を、ネットやツイッターなどあらゆる手段で行った。遵法しつつボランティア

作業者の安全をどう担保するかを目標とし、少ない情報の中から、ヨウ素の半減期を

７回越えて1/100の濃度に下がるのを待つのが良いと判断し、５月の連休明けまでは

福島県内の放射線被害を受けた区域には入らないよう進言するなど、レスキュー活動

にブレーキをかけることも行った。

レスキューの中での具体的な活動としては、2011年７月の須賀川市での放射線量

の測定・評価と対策、2012年に入ってからは、警戒区域内レスキューにあたっての

作業マニュアルの作成、作業予定者の教育訓練の実施、2012年８月に警戒区域内レス

キューの初回に、放射線量の確認を行った。

◇　藤原：

・福島県文化財等救援本部への参画。

・警戒区域に所在する三資料館の資料梱包、伴出作業。一時保管場所への搬入作業。

・一時保管場所における資料整理へ協力。

（福島県立博物館として）

・一時保管場所の環境調査と環境の保持。仮保管施設の設計への助言。　

◇　山梨：福島県の放射能汚染警戒区域内にある双葉町、大熊町、富岡町の資料館所蔵資

料を警戒区域外に輸送するための梱包、輸送作業。

そのための派遣人員調整、物品手配。作業に関する県文化財課との連絡。

◇　吉野：

1　町独自のレスキュー活動

・平成23年７月13日　保存、防犯上搬出の必要のある銃砲刀剣類をレスキュー、線

量測定、梱包等を行った。 → 福島県立博物館に一時保管依頼
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・平成23年９月23日　資料館より昆虫標本、個人宅より掛軸（町指定）、刀剣類を

レスキュー

→ 昆虫標本は昆虫研究グループ、掛軸は福島県立博物館で一時保管

・平成24年７月24日　芸能保存団体の用具をレスキュー → 団体個人宅で保管

2　任意のレスキューグループによるレスキュー活動

・平成24年３月９日　レスキュー協力館（３館）と事前協議。資料館の放射線量の

説明、レスキューマニュアルの提案

・平成24年４月４～５日　４博物館の協力を受け剥製標本を梱包作業

・平成24年５月24日　剥製標本の1/3を搬出

3　国・県の救援委員会によるレスキュー活動

・平成24年８月７～８日以降、３階の梱包作業、２回の富岡町、大熊町との共同レ

スキュー作業を行う。主にレスキュー資料のセレクションを行う。

　また、一時保管施設（旧相馬女子高校）の環境整備、燻蒸作業の立ち合いを行っ

た。

2）活動に参加して体験したことは想定内だったか
◇　岡田：放射能汚染警戒区域ということで、救援委員会としても情報収集につとめたが、

最終的に各町資料館での作業についての一定の安全性が確認されるまで、一年の時間

を費やしてしまった。一方、この間各町の文化財担当も住民が各地の分散避難してい

る状況で、残してきた文化財への対応ができないなど、困難を抱えていたが、各町が

そのような文化財をどうしたいと考えているのかなどについて、情報収集が足りてい

なかった。

◇　菊地：

＜想定内だったこと＞

・一時保管施設が、防犯上・保管環境上、大きな問題があること。

・一時保管施設が、容量的に、警戒区域内文化財のごく一部しか収蔵できないであろ

うこと。

＜想定外のこと＞

・原発に近い場所でも、（壊れていない）鉄筋コンクリート建物内に保管されていれ

ば、放射能汚染がほとんどないこと。

・（まことに失礼なのだが）当該自治体の文化財担当者（異動により別部署所属となっ

ている人を含む）が、震災発生直後から、身の危険を顧みず献身的に文化財の救出

に取り組んでいること。彼らの熱意と誠意なしに救出活動を円滑に進めることは困

難だった。

◇　佐野：ほとんどのことが想定内だった。

福島県内の放射線量分布について、計測のボランティアによる正確な情報が文部科

学省から発表されていたので、須賀川市の屋外でのレスキューのための事前調査に赴

く際も、自身については心配していなかった。その時に、福島県教育委員会や市教育
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委員会から、どんな情報が欲しいのかを直接伺うことができて、たいそう良い経験と

なった。

警戒区域内のレスキューについては、初めて聞いた時には驚いた。福島県教育委員

会、各市の担当者から、周辺、館内の放射線量が提供され、ネット上での公式情報も

加えて、教育訓練や健康診断など十分な手当ができたので、最終的には納得して作

業者を送り出せた。1ヶ所だけ収蔵庫に取り付けられていた換気扇から空が見えた時、

予想外だと思った。

本当に想定外だったのは、放射線による健康被害への恐れの大きさをいかに緩和さ

せるか、リスクコミュニケーションの難しさであった。

◇　藤原：放射線量についてはほぼ想定内であったが、大熊町民俗伝承館で基準を超える

線量が確認されたことは想定外であった。

昨夏は酷暑であったため、作業を円滑に進めることが困難となる場面もあった。

◇　山梨：現地作業の前に放射線についての知識、機器操作などについて研修があったお

かげで、作業については大きな戸惑いなく進められた。

警戒区域内の資料館内の放射線量の低さ、また館内に保存されている資料の放射線

量の低さに驚いた。また、そうした中で、大熊町の資料館内にあった資料に放射線量

が1300cpm以上の物が1点あったことに驚いた。

警戒区域には８月から10月までの３ヶ月間に３回入ったが、予想されていたことと

はいえ、震災後から全く変わらない被災状態で放置された無人の景色には、入るたび

に驚かされた。

被災各町、福島県から警戒区域での作業に参加できる人員が非常に限られていたこ

とも想定外だった。

◇　吉野：

＜想定内＞

・資料の全体量に対して一時保管施設の容量が足りていないこと。

＜想定外＞

・一時保管施設の環境整備に時間がかかり、剥製資料にカビが発生したこと。

・レスキューするべき資料を残し、その対策を検討しないまま、救援委員会が解散し

てしまうこと。

3）問題点
◇　岡田：最初の避難先とした旧相馬女子高校では温湿度管理などの面において十分な文

化財保管のための環境が確保できない状態があり、なるべく早くに白河市の県埋蔵文

化財保管施設に設置するプレハブ倉庫への移動を実施する必要がある。各町の資料館

は、比較的堅牢な建物であるため、一部の動物剥製標本にカビが出た以外は文化財と

しての劣化はほとんどなく、またごく一部を除けば顕著な放射能汚染の状態も見られ

ない。活動準備中は、特に放射能汚染に関しては調査が十分でなく、搬出後に保管先
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の周辺住民に不安を与えるのではないか、ということを過度に心配したところがあっ

た。

◇　菊地：

・なお警戒区域内に多数残る文化財をいかに取り扱うか。個人的には恒常的な管理の

およぶ場所に全て搬出すべきと考える。

・警戒区域内の個人蔵の文化財の取り扱い。現在のところは放置に近く、情報もほと

んど把握されていない。

・これまで搬出してきたのは、非汚染資料に限定されているが、今後、汚染資料が一

定数把握される可能性は高い。それらに対し、除染を含めどのように取り扱うか。

・無形文化財の保護と記録。これまで行政による保全策がほとんどとられていない。

・福島県の文化財行政のあり方。現在の態勢では、放射能汚染地域内の諸問題に、能

力的・業務量的に十分対応できていない。

◇　佐野：警戒区域に入る作業者全員に、放射線に関する教育訓練をするつもりだったの

で、できなかったのは残念と思う。

警戒区域内でのレスキューは12回行われたが、いずれの作業者も被曝量は少なく抑

えられており、問題はなかった。しかし、だんだんと現場に慣れてきて、被曝量を気

にしなくなっていったように感じたので、再教育訓練機会の提供が重要ではないかと

思う。

また、放射線関係の専門家が文化財保護分野には少なく、相談したり議論する相手

が外部の協力者となり、そのメンバーで考えた内容をレスキュー関係者に理解しても

らうのにどうしたら良いのか、本当に困った。

こういう専門的事項については、特に緊急時には、専門家の意見を尊重することが

重要で、誰が何の専門家かきちんと理解してチームを組むこと、その時までに構築さ

れたコミュニケーションが成果に影響すると感じた。お互いを専門家として尊敬す

る、倫理的な背景も醸成していく必要があると思う。

◇　藤原：大熊町民俗伝承館の資料伴出はほぼ終了したが、他二館については資料が残さ

れたままである点。

警戒区域の個人所有資料については未だ手つかずの状況である点。

現在、建設中の仮収蔵施設も恒久的な施設ではなく、資料の最終的な保管場所が不

明確である点。

◇　山梨：双葉町・富岡町の資料館所蔵品がまだ警戒区域に残されていること。

警戒区域内の個人所蔵の資料については手付かずであること。

安定保管のための施設が充分確保されていないこと。また、それらは一時保管施設

（プレハブ）であって、その後の見通しが立っていないこと。そのため、レスキュー

作業が何のためだったかという最終目標が見えていない。
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◇　吉野：

1　まだレスキューされていない資料館の収蔵資料をどの様に保全するべきか。

2　地区で管理している文化財、個人所有の文化財をどの様に保全するべきか。

3　無形文化財（芸能関係）の構成員が分散しているため今後どのように伝承するべ

きか。また、その用具等をどの様にレスキューするか。

4　レスキューされた資料をどの様に整理し活用すべきか。

5　今後、線量の高い資料が出てきた場合の除染対策は。

4）問題点を解決するためにどのようなことに今後取り組むべきか？
◇　岡田：福島県の問題としては、双葉町・富岡町の２町資料館の文化財がまだ現地に残

された状態があることと、警戒区域内の資料館以外の文化財については未だに状況の

把握ができていないなど、未解決の問題ついてさらに情報収集の必要がある。

他方、再度起きてはならないことではあるが、原子力発電所の事故というものが現

実に起き得ることであるという意識のもとに、事故発生時の情報収集と文化財救出の

方法について一定のマニュアルを作る必要がある。

◇　菊地：

・各問題の解決に向けた対応を取るべきことは言うまでもないが、根本的かつ総合的

な解決策は、放射能汚染地域の文化財の諸問題に対応するセンター施設の設置が、

唯一ともいえる方法と考える。

この施設の機能としては、以下を想定している。

1　有形文化財の適切な環境下での保管（全材質と各種汚染に対応できるもの）。

2　放射能汚染を受けた文化財の除染方法の研究開発と除染。

3　破損・汚損文化財のクリーニング・保存処理・修復と、新処理方法の研究開発。

4　警戒区域内の埋蔵文化財に対する開発行為への対応。

5　無形文化財消失への対応と記録保存。

6　“メモリアル施設” としての展示・普及活動（放射能汚染地域内の文化財情報の

集約と世界的発信）。

・これらの機能をもつ施設を福島県単独で設置することはほぼ不可能であり、実際に

は、国立またはそれに準じる施設として設置する以外になく、今回の事故の性格や

背景もふまえれば、それが妥当と考える。

・施設の設置場所としては、本来の保管場所に極力近い場所が適当と考える。距離が

離れるほど住民とのつながりが希薄となり、「地域の文化財」としての意義が消失

する恐れが大きい。

◇　佐野：危機管理の一項目として放射線被害への対応マニュアルを整備することは当然

として、教育や訓練を定期的に行い、経験を伝えることが重要だと思う。

互いに信頼しあえるネットワークをあらかじめ構築しておくことが前提条件であ

る。
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◇　藤原：警戒区域内の資料館資料については次年度も継続した活動が必要と考える。

個人所有資料については今後も進められるであろう避難区域の再編を視野に入れな

がら、個別に対応するしかないと思われる。この際には活動場所・資料の放射線量に

ついて、細かな対応が必要となることが予想される。

◇　山梨：文化財と放射能についての研究の進展。その成果の共有。

レスキュー作業に当たる人々の安心・安全に充分留意がなされた上で、警戒区域内

に残された資料（資料館内、個人所蔵を含め）の安全な場所への移動。

レスキューされた資料が長く伝えられていくために、1)各資料についての基本デー

タとその資料にまつわる物語の収集、2)資料保管、活用のための恒久施設の設置。

◇　吉野：

①②　レスキューされていない収蔵資料、地区で管理している文化財、個人所有の文

化財を保全するための保管施設の確保。

③　無形文化財（芸能関係）の発表の場の創出。旅費等の補助。

④　広域的に文化財を保管できる恒久施設の整備を行い、そこで資料のデータベース

化と整理作業、展示等による資料の活用を図る。施設は震災、原発事故の記憶を風

化させないための展示と各町の資料の展示を行い避難地域のアイデンティティのよ

りどころとする。

⑤　今後のレスキューで高線量の資料が出てきた場合の対応マニュアルの作成、新た

な除染技術の開発が必要。
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討　論

岡　田　午前中に「必要とされる技術」ということで、二つのセッションをプログラムと

して組ませていただきました。最初は放射能汚染地域での救出活動です。こ

の震災は地震の大きな揺れと津波があり、それが象徴的な出来事として認識

されていますが、一方で福島第一原発の爆発事故があり、福島県を中心に広

い地域に放射能が飛び散りました。

救援委員会として、警戒区域での作業も行ってまいりましたが、かなり限

られた人たちによって行われています。ですから、多くの皆さんが参加されて、活動内

容をある程度ご存じの宮城県や岩手県、茨城県で行った活動とは少し違うところがあり

ます。そうした事情がありますのでこちらも注意して進めてまいりたいと思います。

最初に、このセッションでどんな話をするのかということを、三つ挙げさせていただ

きます。一つ目は、文化財資料が被ばくする状況が発生した場合の対処方法をどうする

かということ。二つ目は、立ち入りが禁止された区域に残された文化財資料について、

どのような基準を作って救出活動を実施するのかということです。つまり、作業をする

ために人が入っていく場所として、そこがどういう環境で、われわれはどのような基準

を作って入っていくのかということです。三つ目は、住民が地域ぐるみで警戒区域圏外

へ長期避難している状況において、文化財資料を救出することはどういう意味を持つの

かです。また、活動自体を始めることについても意味を考えなければいけません。放射

能の半減期を考えて、かなり長期にわたって警戒区域の外に出られた富岡町、大熊町、

双葉町の人々が、今後、再び元の町へ戻っていく時間を考えていらっしゃいますが、そ

ういった時間に対して、文化財を救出することがどういう意味を持つのかということに

ついて、話をさせていただきたいと思います。

福島県の教育委員会から文化庁と救援委員会に文化財救出活動の支援要請が出てきて

から、救出活動自体が始まりました。最初に挙がってきたのが須賀川の埋蔵文化財の収

蔵庫でした。ここは警戒区域ではありませんが、そこで活動を行うことについて、やは

り福島県であるということで、救援委員会の内部からも、そこに自分たちの部下や同僚

を派遣して大丈夫なのかという声が上がりましたので調査しました。平成23年の８月、

９月といった時期に、ここにいる佐野さんが中心になって調べました。佐野さんは、私

どもの東京文化財研究所の保存修復科学センター保存科学研究室長で、放射線取扱主任

の有資格者です。幸い私どもにそういった専門家がおりましたので、放射線汚染地域で

の活動について、先ほど申し上げた幾つかのことについても含めて考えてもらいまし

た。須賀川市は警戒区域外でしたが、やはり水たまりは放射線量が高いといったことが

明らかになりました。

しかし、私ども救援委員会は、１年目には警戒区域の中に入っていく決心ができませ

んでした。やはり状況をよく知らなかったということもあります。平成23年の11月ごろ

には、理化学の専門家を中心として専門家会議を開き、そこで当面の間、救援委員会と

しては中には入らないということを話し合いました。それは、私たちが任意の団体の集
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まりであったために、放射線量の高い所での作業を行わせることについて、組織として

なかなか踏み出すことができないという理由があったためです。

福島県からは、警戒区域の中に残った資料を出してほしいというご要望が強く出され

ました。そのために、救援委員会２年目となった昨年４月以降、私どもは積極的に福島

県との連携を図りながら、救援活動の実施に向けて準備をしました。実際には時間がか

かり、昨年の８月にようやくこの活動が始まり、そこから３カ月間で警戒区域に12回、

救援委員会、県の教育委員会、福島県の方々が入って活動を行いました。

具体的に放射能にどういった基準を設けて作業を行ったかということについて、最初

に、佐野さんからお話しいただくことにします。

佐　野　本日配布の２枚の紙1を見ていただきながら、それに沿ってご説明したいと思い

ます。

まず、救援委員会は任意の団体で構成されているボランティア団体である

ということから、放射線に関する専門教育を受けているわけではありませ

ん。教育訓練の場もなかなか設定できないということがありましたので、一

般の労働者と同じ基準を堅持するということを最初に打ち出しております。

電離放射線障害防止規則や、公務員の方ですと人事院規則の中で、労働安全衛生の観点

から2.5マイクロシーベルト毎時（μSv/h）2を超える場所では作業させないということ

が決まっています。もう一つ、「基準値の1/10を超えるような被ばく量が見込まれる場

合は個人被ばく量を管理する」、この二つがはっきりとうたわれており、今回のような

環境中に放出された放射性同位元素による汚染についても、こちらの二つは法律として

有効でしたので、これを超える所で作業させるということは法に背く行為になります。

そういうことは、私どもは任意団体といえどもできないという判断をいたしました。

汚染された地域で文化財レスキュー活動を進めるに当たっては、実際には須賀川市の

歴史民俗資料館北収蔵庫での経験が非常に役に立ちました。最初に屋外で土器の選別作

業をするという問題が起こったときに、救援委員会の中で相当な議論がございました。

細かな話はここで再録するものではないのですが、最終的に皆さまに納得いただいたの

は、須賀川市の活動でうまく管理できたからということがあったと思います。

では、須賀川市で何があったのかということを先にお話をさせていただきます。「須

賀川市歴史民俗資料館北収蔵庫の被災」、こちらは、地震発生直後に上流にある農業用

ダムが決壊して収蔵庫３棟が被害を受け、2,500箱あったテン箱の200箱が下流に流され

るという被害に遭っています。なかなか報道には載らなかった部分ですが、やはりこれ

も震災被害です。

下流側の堆積土中に土器陶磁器片が散在している状態で、これを目視で拾い上げる作

業をするに当たって、この作業が安全にできるかを確認してほしいというのが救援委員

会への要請でした。ですから、救援委員会から人を出してレスキュー活動は行っており

１　 当日配布資料「文化財レスキューにおける放射能への対処について―その判断根拠」：公開討論会資料

p304, 305参照
２　 Sv（シーベルト）：放射線が人体に与える影響を示す線量当量の単位。μ（マイクロ）Sv／hは1時間

あたりに浴びる放射線の量。μは10－6を表す。
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ません。この段階では、初めて福島県内に入るということもありましたので、文化庁の

担当官と外部の専門家と私の3名で、現地の安全確認と作業安全を保証するための道具

類についてのお話をいたしました。

順番に測っていきますと、その当時言われていましたとおり、水がたまる部分に関し

ては放射線量が高いのです。実際に数字で言うと、5μSv/hという数字が出てきた場所

もありました。それに対して、ほかの場所は非常に低い0.2μSv/hなどの値で、何ら問

題がないということが分かりましたので、最初に放射線量の高い部分だけは土器選別を

あきらめていただいて、20cmほど土壌を重機等で先に取り除き、それをブルーシート

等で被覆して飛ばないようにして別置き管理した上で、作業者の方々には通常の手袋・

マスク・作業着で作業していただいて構わないというお話をいたしました。

実際に取り置きをした後に、もう一度、安全確認に参りまして、放射線量がきちんと

全体に下がっていて、何ら問題がないという確認ができました。実際にはその場所で、

福島県内で放射線をどう取り扱うと安全なのかという情報がどのくらい不足している

か、特に担当者の方がどういう情報を欲しがっているかということがよく分かりました

ので、その後、積極的に福島に関わっていくことになったわけです。

このような須賀川市での安全確認作業を経て、作業手順3を作成し救援委員会として

提言いたしました。安全な作業の実施および必要な場合の処置について検討するため

に、今までも事前調査を行ってきたが、この中に放射線安全確認を組み込む。そして、

レスキュー作業は通常どおり、手袋・マスク・作業着にて行うことを前提とし、作業者

保護の必要があれば、線量管理を行う。物品の移動を含む場合は、表面汚染限度を超え

ていないか確認する。この三つについては、平成23年11月７日に、専門会合「文化財レ

スキューにおける放射能への対処について」において各団体の了解を得ております。

さて、須賀川市でのレスキューを始めた段階では、既に航空機モニタリングのデータ

が出ておりまして、福島県内がどの程度の放射線量になっているかが分かっていまし

た。各街道のデータについても、車が無人で走って、どの程度の被ばく量かというデー

タも出ていました。ただ、警戒区域内の情報については、なかなか情報が更新されるこ

とはなく、平成24年になってだんだんと詳細な情報が出てきました。そして、４月以降

になると、県内の詳細情報が、オンラインでオンタイムで見られる状況になっていくと

いうように、救出活動に入るだけの情報

が整ってきたというのも大変大きな状況

の変化でした。

警戒区域から警戒区域外へ文化財救出

をするという話を初めて聞いたときは、

私も大変びっくりしました。するつもり

がなかったからです。ただ、避難が長引

くにつれて、文化財が皆さんの手元から

離れていって忘れ去られてしまうという

ことは、文化財としての価値を損なうこ

３　 警戒区域内からの資料の搬出作業マニュアル－測定・梱包作業まで－：巻末資料P341～348参照



126

とだという意味で理解はいたしました。そこで、警戒区域から区域外の一時保管施設に

文化財を輸送するために必要な情報として、まず作業者が安全に作業できる場所かどう

かということが必要でした。

ここで福島県や市町村の教育委員会の担当の方が非常に頑張ってくださって、各作業

場所での放射線量についての情報を入手できました。これが大変大きなターニングポイ

ントになり、全く問題なく作業者安全を確保できると判断しました。厚生労働省も2012
年７月に「特定線量下業務」という形で、放射線量の高い地域にある建物の中でも、そ

の建物の中の線量が低ければ作業してもいいという別の考え方を打ち出してきました。

今回は、この特定線量下業務にすら当たらないぐらい問題のない作業であることが確認

できましたので、作業者へ情報提供し、教育訓練をし、その上で事前健康診断などの周

到な準備をして警戒区域のレスキューに当たることにしました。

作業手順としては、まず専門家による作業場所の放射線量の確認ということで、私が

初回に参りました。作業場所をその中で選定しております。つまり、建物の中といえど

もむらがありますので、「この場所で線量を測りましょう」「この場所で梱包作業をしま

しょう」「仮置きする場所はここにしましょう」「一時保管場所はここにしましょう」と

いう場所をそこで選定しています。

その上で、文化財のサーベイと線量率計測を行いました。様子はお配りした資料の写

真をご参照ください。机の上で、これは版木ですが、GMカウンターでずっとサーベイ

しながら、一部分で測っております。その後、梱包します。展示室内で資料梱包しまし

た。このときに奥で写真記録を撮り、手前で梱包していて、作業者数としてはかなりの

数が必要でした。その後、仮置きしたものの輸送は別の日にまとめて行いました。作業

者保護のため、タイベック®は外では着ておりましたが、資料館の中は線量が低いので、

タイベック®は脱ぎました。そして、防じんマスクとラテックス手袋を装着の上、館内

で作業を行いました。

警戒区域からの文化財運び出しに関しては、2011年３月11日以前から適用されてい

た、放射線障害防止法における「表面汚染限度」の考え方を準用いたしました。これ

は管理区域といわれる放射能を使ってもいいという区域から資料を外へ持ち出すときに

は、この数字以下になってからでないと持ち出してはいけないという数値です。つま

り、放射能として扱わなくてもいいという数字です。放射性セシウムはベータ線とガ

ンマ線を出しますので、4ベクレル毎平方センチメートル（Bq/cm2）4以下のものは運び

出し可といたしました。GM計数管ですと、これは1,300cpmに相当します。実施当日

の作業者の安全確認は、NaIシンチレーションカウンターで、各作業場所の放射線量が

2.5μSv/hを超えないことを確認しました。搬出資料の表面汚染検査は、GMサーベイ

メーターを用いております。

最終的に1日の被ばく量平均は場所によって違いまして２～９μSv、場所や作業内

容によってだいぶ違います。20日間の累積平均は100μSvを超えていない、つまり

0.1mSvより少ない値ということで、仮に同一人物が連続作業しても全く問題のない被

ばく量でした。実際には７カ所に行った作業者がおりまして、その方の累積が一番高い

４　 Bq（ベクレル）：１秒間に原子核が崩壊する数を表す単位。Bq/cm2は１cm2あたりのBqの数を表す。
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のですが、それでも100μSvよりもずっと低くなっています。

このようにして、警戒区域の中では安全を確認しながら実施したということをご報告

させていただきました。

岡　田　救援委員会は随分時間をかけて準備しましたが、福島県の方々は、ずっとその

間生活していらっしゃったわけです。文化財の専門家の方々も、さまざまに活動してい

らっしゃいました。福島の３人の方々から、この間、それぞれの立場からこの地域の情

報をどのように把握し、どのように行動したかということについてご紹介いただければ

と思います。菊地さんからお願いいたします。

菊　地　とにかく国民のすべてが初めての経験だったので、どのような数字が安全なの

か、安全でないのかということや、福島県の実態がどういうものであるのか

ということを実感として感じるようになってきたのは、震災発生から１カ月

ぐらい経っていたのではないかと思います。その後、さまざまな事態、例え

ば飯舘村が全村避難になることなどが明らかになるにつれて、福島県が容易

ならざる状態に置かれていることが分かってきたわけです。

実はその間、私たちはふくしま史料ネットというボランティアの活動として、文化財

レスキューなどを行っていたのですが、今になってみますと、ほとんど放射線防御や計

測もせず活動しており、反省すべき点があったと感じています。

そして、警戒区域内の文化財に関しては、文化財が置き去りにされているらしいとい

うことは耳にしていましたが、実際に具体的な情報として入ってきたのは、2011年の年

末に近い時期だったのではないかと思います。福島県考古学会などで、双葉町の吉野さ

んなどにお会いし、まだ警戒区域内に文化財が残っているということが具体的に分かっ

てきました。彼らが何とかしなければいけないという思いをさまざまな場で語っている

のを耳にして、これは福島県にとって非常に重要な問題であるということを、2012年に

入るころから認識するようになりました。

しかし、警戒区域の指定は続いていましたので、簡単に町外の人間が入ることはでき

ない状況で、それはいまだに続いているのですが、ずっともどかしい思いをしていまし

た。2012年度に入ってから国の救援委員会と福島県が本腰を入れて活動を始めたので、

福島県で文化財に関わる仕事をしている人間として、これは積極的に関わらなければい

けないという思いから活動に加わっていったわけです。

しかし、今回の資料にも載せておりますが、当該自治体、あるいは県職員ではないと

いう理由から、実際に私たち福島大学の教員が警戒区域の中に入って梱包や救出活動を

することは、いまのところできずにおります。警戒区域外で待っていて、持ち出しされ

た文化財を受け取るという活動をせざるを得ない状況になっています。

岡　田　少し補足します。警戒区域からの持ち出し作業を12回やりましたと言いました

が、双葉町、大熊町、富岡町の三つの町が該当します。そのほか、楢葉町は昨年夏に警

戒区域が解除になりまして、もともと町役場が除染の基地のような役割を果たしていた

ので、電気がずっと来ていました。それに隣接する資料館にずっと電気が通じていると

いう環境があり、一応、空調が効いている状況だったので楢葉町からは文化財の持ち出

しをしませんでした。

持ち出したものをどこに持っていくか。ここが肝心なのですが、警戒区域には北側の
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南相馬市との出入り口と、南側のいわき市の方から入っていくJヴィレッジという施設

の２カ所の出入り口があります。私たちはいわき市の側から入り、何回かに分けて資料

を梱包し、一斉に南相馬市の側から出すという作業を繰り返しました。南相馬市と北で

接する相馬市の相馬女子高等学校という大変大きな女子校が廃校になっており、その校

舎を使わせていただくことになりましたので、そちらへ運び込みました。これは仮置き

場で、白河市にある福島県の埋蔵文化財収蔵施設まほろんにプレハブの臨時の収蔵庫を

建て、今年度中にそこへ移していく計画になっています。

次にお話しいただくのは、福島県立博物館学芸課長の藤原さんです。藤原さんは、恐

らく12回の救出活動うちのほとんどに出動された方で、救援委員会の誰よりも多い回

数、出ていらっしゃいます。福島県立博物館は会津若松という内陸にありますが、被災

後からふくしま史料ネットの活動とも連動しながら、警戒区域外の資料の緊急避難と保

管にも力を尽くしてこられたと聞いています。

藤　原　警戒区域の資料館の資料については、今日は担当の吉野さんがおいでですが、担

当職員の方々が被災者対応など文化財とは関係ない別の仕事をしながらも資

料館のことを大変気にされていて、帰町される度に、資料館にも立ち寄られ

て状況確認等をされていました。電源が落ちて久しくなっておりますので、

カビの心配もございますし、何とかしなくてはいけないだろうと、われわれ

文化財関係者の間でもさまざまな形で話し合われておりました。

その中で、資料館の中の空間線量は意外と低いということが話題になりました。

ひょっとしたら持ち出すこともできるのではないかということで、優先順位を付けて、

少なくともこれだけはというものは入るときに梱包を始めてくださいという話までして

いたところでした。

今回、救援委員会のご援助を頂きまして、かなり大掛かりに資料搬出ができました。

福島県の力だけでは、物資という面でも人力という面でも知識という面でも、とてもこ

のような大規模な活動はできなかったと思われますので、改めて救援委員会のご援助に

感謝申し上げたいと思います。

博物館といたしましては、県に警戒区域に入るときにどうしなさいという規則が当然

ながらありますので、それにのっとった形で行動し、蓄積線量管理もするということで

活動を進めてまいりました。ただ、昨年はものすごく暑くて、36℃などという中でタイ

ベック®を着ると大変過酷な状況になるわけです。少なくとも事故がなくて良かったな

というのが実感でございます。

岡　田　梱包だけやるときには、会津若松からいわきに来られて、そこから中に入って、

またいわきから出て、会津若松に帰る。後日、運び出したときには、相馬から山を越え

て、福島を越えて、会津まで帰っていかれるという移動距離でした。いわきに泊まった

りなどしているわれわれよりは、よほど大変な距離を移動されたと思いますが、距離の

移動ということでは、一番大変だったのが一番向こうに座っていらっしゃる双葉町の吉

野さんです。

双葉町は、ご存知のとおり、ほかの町が県内に町役場を移しているのに対して、埼玉

県の加須という所に町役場を移されています。今日も鴻巣駅から電車に乗ってこられた

ということですが、最寄りの駅から町役場まで車で20分ほどかかるという大変な所で
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す。何といっても熊谷で最高温度を出しているときに、ほとんど変わらない夏の気温を

出すような内陸の場所ですので、ご苦労も大変なことだと思います。

今、藤原さんが最初におっしゃった、１年目は地域の人たちがほかに移り住んだとい

う中で、教育委員会の学芸主任というお立場ですが、それ以外の仕事をずっと１年間

やってこられた中で、文化財をどうするかということを常に考えておられて、折々に県

立博物館などに相談されていたということです。その吉野さんからお話をいただきま

す。

吉　野　今回のレスキューに当たりまして、ご支援いただきました皆さまには本当に感謝

申し上げます。この場をお借りして御礼申し上げます。

私どもは、岡田さんからご紹介がありましたように、県外に出てしまいま

した。当初は避難している町民の支援ということで、最初の２日、３日はほ

とんど寝ておりませんで、あとの２カ月は大体朝の６時から夜９時まで働い

ていたような感じです。

２カ月たって、ようやく文化財を何とかしなくてはいけないと思い立ちました。ちょ

うどそのころ、震災前に古文書類の巻子30本強、冊子30冊強をデジタルアーカイブの事

業として外部へ委託しており、それらが福島市内にありました。原発からかなり離れて

いる所です。それで業者に連絡を取りました。資料は耐火金庫の中に収まっているとい

うことだったのですが、環境が心配だったので、何とか県立博物館で一時的にお預かり

いただけないかと、今日お見えの藤原さんにご相談申し上げました。線量的にも問題な

いだろうということで、お預かりいただいたのが始まりです。

一番危惧されたのは盗難です。もちろん、電源は落ちていますので空調も効かない、

それから機械警備もできないということで、いろいろ盗難の情報が入ってきていました

ので心配されました。まず、銃砲刀剣類が盗難にあい、犯罪等に使われることが怖いと

いうこともありましたし、刀の手入れもしないといけないということもあり、相談して、

線量を測りました。当時、公益立ち入りの持ち出しの基準が13,000cpmでしたが、それ

よりもはるかに低い数字でしたので、何とか保管をお願いすることができないかと相談

したところ、そのぐらいの量ならば大丈夫だろうということで、お預かりいただきまし

た。それ以前の４月初めに、実は帳簿類を取りに自衛隊の車で入っておりました。その

ときに測った線量が結構低かったこともあり、その刀剣を７月ごろに救出し、９月に町

指定の文化財と個人の刀剣類を救出に入り、そちらも県博さんにご協力をいただきまし

た。

また、私どものはく製標本が百数点ありましたので、生物被害が心配されるというこ

とでいろいろ相談していましたところ、栃木県、茨城県、南相馬市の博物館からレス

キューの協力をしよう、レスキューした資料も受け入れようという申し出があり、１年

後の平成24年４月に、２日間かけて梱包作業に入りました。

そのときに基準を作ろうと皆さんに提案し、自分なりのレスキューのマニュアルを作

りました。その際にタグを付けて、どこに移動してもそのたび線量が測られて、確認で

きる形を取ろうということにしました。想像していたとおり、バックグラウンドの違い

で警戒区域の外に出した資料の線量がかなり低く、半分とか３分の１になったので、お

預かりいただくことを申し出てくださった博物館の皆さんには安心していただけまし
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た。

当初は、やはり風評被害が心配されまして、そんな汚染された資料をわが町の博物館

に持ってきてほしくないという声が上がるのを恐れた部分もありますので、独自にレス

キューをやってまいりました。そうこうするうちに福島県の枠組みも固まり、今回の救

援委員会のレスキューのご協力をいただいて搬出していますが、搬出した量は館蔵品全

体の２割ぐらいの状態です。

岡　田　双葉町の資料館は、展示場にあるものがほとんど救出されたのですが、収蔵庫に

あるものがまだ残っている状態です。大熊町はほとんど救出したということです。富岡

町は、まだ４割ほどが残っている状態です。資料館だけでもそういう状態です。今、吉

野さんからお話がありましたが、昨年４月に、双葉町が栃木県の那須野が原博物館の金

井館長たちと独自に救出活動を行ったという情報が入り、正直に申し上げますが、私た

ちは大変驚きました。そのように町の方々が、こらえ切れずに動きはじめることがある

とすると、どうなるのだろうと思いました。私たちがこれから準備しようとしていたと

ころに、思い切り背中を押していただいたという意味では、その情報は大変強い意味を

持っていたと思います。

そこから私たちは、それまでの経験や話し合いをもとにいろいろなものを作りまし

た。東京文化財研究所に山内和也という室長がおりますが、福島出身ということもあり、

救援委員会としては、彼を中心として４～７月と準備を進めてまいりました。併せて山

梨副部長もこれに参加し、その後の福島においての差配役を担当しました。先ほど来議

論している放射線量の数字のことやバックグラウンドのことなど、本当はもう少し説明

しなければいけないところがあります。それらも含めて、救援委員会として、どのよう

な形で活動開始まで持っていったのか、山梨さんからお話をお願いできますか。

山　梨　準備の部分、技術的なところは、先ほどお話のあった当所の佐野さんがどういう

ことをしなければいけないということをしっかり固めてくれましたし、説明

会も何度も開いていただきました。それと、県や町などのマネジメント的な

ところは、岡田さんからありましたように、山内室長が全部固めてくれまし

た。

実際に行くときに何に留意したかといいますと、やはり作業する人間の安

全性が一番です。そこの部分については、佐野さんの意見を入れながら固めていったわ

けです。もう一つは警戒区域に入る時間が非常に限られることです。特に作業が始まっ

たのが８月で、空調が効いていませんし、タイベック®を着て行かなければいけないと

いうことで、実際に作業に当たる人間の体力的にも非常に時間が限られます。その中で、

どれだけ多くのものを持ち出すかという、作業の効率性が重要なものとして考えられま

した。

安全性については、もちろん防備、タイベック®やシューズカバーが非常に重要なの

ですが、そのほかに、マスクやガラスバッチなど、しっかり防備が必要でした。それか

ら、資材としては、町の教育委員会の方からの情報などで、考古資料や歴史資料といっ

たものが多いというので、テン箱やエアキャップ、綿布団も非常に役に立ちました。

そういうものを入れまして、トラック１台とワゴンは必須でした。それから、人間が

移動する車を複数台、あとは人間の健康が一番重要です。どなたに行っていただくかと
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いう意味では、梱包することと計測すること、車の運転と体力が重要でした。車は、や

はり複数台、誰かの車がどこかで止まっても誰も助けに来てくれない、中で倒れても救

急車も来てくれないということですので、警戒区域外から救援してくれるものがほとん

どないと想定して行かなければいけませんでしたので、そこに対する対策は十分にやっ

ていこうと思いました。

また、作業の中で一つ重要なこととして考えていたのが、物の線量の履歴を移動する

ごとに付けていくことでした。ですから、運び出す前に必ず現場で線量を測ります。そ

して当然、バックグラウンドの線量も測っておかなければいけません。バックグラウン

ドが変わると、物に線量として出てくる数値も変わると佐野さんから教えていただいて

いましたので、その二つを重視して、移動するごとに測っていただけるようにカードも

作ってやっています。ですから、今度、相馬やまほろんに行ったときに、それを引き継

いでいただければと希望しております。現場に行った人間として、注意したことは以上

です。

岡　田　しきりにタイベック®という言葉が出てまいります。白い防護服ですが、これは

いわゆる放射線を通す、通さないということで言いますと、役に立つものではございま

せん。それよりも、実際に電離則に2.5μSv/hという基準値があり、それを超えるか超

えないかという話が重要です。資料館の中は実際に私たちが測った数値が、0.2とか0.4
ぐらいの数値でした。これは福島駅前の数値計が0.6を指しているのに比べると、むし

ろ鉄筋コンクリートの建物の中は、放射能の数値は高くないのです。

ですから、タイベック®を着て現場にたどり着いて、そこで脱ぐのは、屋外で付着し

た粉じんを屋内に入れないということが目的です。したがって屋内に入る前に脱ぎ捨て

て、梱包作業等は普通の格好で行うことになります。また外に出るときは、もう一回

着ることになるわけですが、実際には最後に南相馬なりJヴィレッジなどで放射線量を

測って、全く問題ないという数値が出ましたが、着ていたタイベック®はまとめてそこ

に置いてくる形になります。

それから、放射線量として、どういった数値のものを持ち出さないかということがあ

ります。先ほど、吉野さんから13,000cpmという数値が出ましたが、これは福島県が警

戒区域を設定して、住民の方々が生活用品を持ち出すに当たって設定した数値です。一

方、1,300cpmに相当する数値のものが、通常、私たちが今暮らしている空間で動かす

ことが許容される線量と規定されておりますので、そこを基準にしました。実際には、

資料館の中のものは高くても800cpmとか、普通ですと200～400cpmくらいの数値を示

していました。換気扇の真下にあったものに１点だけ1,900cpmという数値が出ました

が、それは置いてまいりました。

もう一つ、先ほどバックグラウンドという話がありました。私たちが今いるこの空間

も放射線量を計測することはできるのですが、警戒区域の中は実際は高くなかったと

いっても、さすがに他の地域よりは少し高めだったといえるレベルです。警戒区域外の

相馬女子高校まで移動すると、バックグラウンドの線量がぐっと下がります。その影響

がそのまま出て、資料館の中では200cpmだったものが、相馬女子高校まで移動すると

100cpmぐらいまで落ちる現象が見られました。

われわれはそうした状況を把握しながら救出を行うことになります。なぜそこまで神
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経を払うかというと、特に白河のまほろんへ移動することを想定したときに、その付近

の住民の方々が放射線量の高いものを持ち込まれることについて、すごく心配するので

はないかと考えたからです。当時、釜石の瓦礫を北九州に持っていったときに、その

地域の住民の方がガイガーカウンターを持ち出して、放射線量を測るシーンがテレビで

報道されました。これは全く的外れな状態が起きているわけですが、人によってはその

ぐらいに不安を感じる方もいらっしゃいます。そういう状況にも配慮したということで

す。

今のところで何か分からないことがありましたら、会場からご質問いただければと思

います。

神　庭5　私は残念ながら、まだ福島県のレスキューには参加しておりませんが、たくさ

んの方が支援に出掛けていることは存じております。

山梨さんに質問いたします。今のお話を何も知らない人が聞いていたら、

レスキュー委員会として東文研の職員しか現地に行っていないように聞こえ

てしまうのですが、どのような体制で現地に行かれたかということを、もう

少し詳しく正確に教えていただければと思います。

もう１点、佐野さんに質問です。4Bq/cm2、1,300cpmという基準があって、先ほど

吉野さんが13,000cpmを運ばれたという、この間に10倍の差がありますが、これはどう

いうことなのかをもう一度、丁寧に説明していただけると助かります。

山　梨　冒頭に岡田さんからございましたように、警戒区域内に人を送ることについて

は、組織が何かあった場合のことやその後のこと、健康について管理して保証する体制

を取って決断してくれなければならないということがありました。警戒区域に入って作

業を始める前に、開催した救援委員会全体会議の場で「国立文化財機構としては人を入

れることを決断しました。構成団体の方にも、できるだけご協力いただきたい」と呼び

掛けをしました。

実際に機構としては東文研のほか、東京国立博物館と九州国立博物館と奈良文化財研

究所が入ってくださいましたし、構成団体としては日本博物館協会、国立歴史民俗博物

館に入っていただき、それで構成していきました。次のジェネレーションに対する配慮

などの面から、行っていただく方は、それぞれの現場で選んでいただき、構成していき

ました。

神　庭　例えば東京国立博物館では、何歳以下ということで行ったと思うのですが、その

辺は委員会からの基準を示されたということではなくて、構成団体の中でそれぞれが自

主判断していたのでしょうか。これは、今後のことを考えての質問です。

岡　田　最初は、どうしても私ども文化財研究所の状況から考えはじめたせいもあったの

ですが、私たちは一応、まず50歳以上と基準を作らせていただきました。ただし、実態

としては、各町に「そんなことで、これからやらせていただきます」とお話をしに行く

と、担当の方は30歳代の方が多くて、その辺ではとても申し訳ない思いをしながらとい

うことがありました。

そういう意味では、私どもの職場からも、せっかくのチャンスにもう少し若い人に経

５　神庭 信幸：東京国立博物館
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験を積ませるべきではなかったかという意見も後になって出てきました。現実に数値的

には問題のない場所であったことは間違いないのですが、では、大きな地震が来たとき

にどうするのかとか、あるいは、孤立したときにどうするのかとか、先々にいろいろ心

配しなければいけないことがありましたので、一応、年齢を切りました。昔取ったきね

づかにしては、ちょっとしんどいという人も中にはいたかもしれませんが、そういう状

態でした。

佐　野　放射線の身体に及ぼす確定的な影響と確率的な影響、特に確率的な影響を考えた

ときに、50歳というのは固定すると困りますので直しておきたいのですが、骨髄が赤色

細胞でできているか白色になっているかが大きな違いで、39～40歳が一つの境になりま

す。ですから、40歳より上の人は、本当は出してもいいというのが世の中の一般的な判

断だということを一度お伝えしておきたいと思います。ただ、個人差がすごく大きいの

で、あくまでもその辺はいろいろなところの各判断があってしかるべきだと思います。

年齢についての話は、少し補足しておきたいと思いました。

13,000cpmと1,300cpmについてですが、これは大変大きな問題でして、13,000cpm
のものを県内で運び出しています。これは被災した県民の方の保護のため、生活振興の

ために決めた特例の数値です。それに対して、放射性同位元素に汚染されたものは、み

だりに管理区域外に持ち出してはならないというのがもともとの法律で、今回はそれに

のっとって1,300cpmという数字にしました。1,300cpmにしておくと、輸出入でもほと

んどの国が輸入オーケーということで、国外の移動まで含めて、この文化財は絶対に清

浄ですと自信を持って言える数値ということで、この1,300cpmを採用させていただき

ました。

岡　田　なかなか討論という形になっていかなくて大変申し訳ないのですが、技術的な問

題についてはお配りした資料にも書いていますし、また、これから報告書にもまとめさ

せていただきますので、それをご覧いただければと思います。

ここから、福島県からおいでいただいている３人の方に、特にご発言をいただきたい

と思っています。

今お話がありましたように、双葉町でもまだ８割の資料が残ったままですが、今回の

活動は、あくまでも三つの町の資料館の資料を出してきたということでしかありませ

ん。恐らく、津波被害を受けている一般住宅の地域に関しては、町の方々も含めて、福

島県もまだ状況を正しくは把握し切っていないところがあると思います。そういう意味

では、個人が所有していらっしゃる文化財資料については、今なお手付かずの状態があ

ります。一方で、そういった情報を手に入れて、個人住宅の中に入っていって、いわゆ

るお宝的なものを持ち出してしまう行為が起きているとも聞いています。そうした状況

を考えると、個人所有のものについても、何らかの方法を考えなければいけないという

ことは明らかです。

もう一つは、双葉町の町民が戻るまでに何十年という時間が設定されたり、町が戻っ

ていくまでに、だいぶ時間がかかることが既に予想されていますが、その中で資料がい

つその地域に戻るかということが、なかなか見えてこないという問題があります。われ

われも警戒区域から文化財資料を出すときにもその意味を考えました。今後、町の外で

保管し、やがて町へ戻していこうと考えていますが、現実的な問題も横たわる中で、ど
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のように考えるかということ。これは、ほかの被災文化財と変わるところがないのです

が、場所そのものになかなか人々が戻って行けないという特殊な状況の中で、特に福島

の方々からその辺のお話を伺いたいと思います。

まず、吉野さんからお願いします。

吉　野　今ほどお話があったように、セシウムの半減期が30年ほどということなので、そ

んなことを考えると、かなりの年月が過ぎ去っていくのだと思っています。では、文化

財をどうしようかと。30年たつと、私も80歳を超えてしまいますので、ちゃんとした公

共的な施設などで保管する方法を考えないといけない時期にそろそろ来ていると思って

います。

先ほどもありましたように、盗難の心配がすごくありますので、特に個人の資料につ

いては、資料館ほどセキュリティーというほどのものではないのですが、今現在は鍵が

掛かっている程度ですが、危惧されるものがかなりあります。個人の所蔵資料について

は、私どももなかなか把握できていない状態で、一部の方々からは、こういったものを

持ち出したいけれども、単独では持ち出せないという相談を受けております。

こちらで独自に調査しておりますが、民俗芸能を保持している団体に連絡を取り、そ

ういった用具等をどうしているのか、どういうことを希望しているのかという聞き取り

をしています。大方の方々は、そういったものを持ち出したいと。ただ、現在、仮設等

に住んでいるので、保管場所に困っているという話もあります。まずは保管場所、民間

の方々の資料のレスキューをする以前に、やはり保管場所を確保していかないと、そう

いったこともなかなか進んでいきません。

今現在、いろいろな聞き取り調査をしていく中で、町が把握していなかった資料の存

在がだんだん見えつつあり、そういったものも含めて、今後、保存していかないといけ

ないと思っております。

藤　原　今回の原発の事故については、だいぶ詳しく報道されていますが、まさに地域社

会が崩壊の危機にひんしているといえると思います。しかも、本当にいつ戻れるのか。

市町村では５年だ、20年だ、30年だと言っていますが、それがどれぐらい確度のある年

数なのかすら、なかなか判断の分かれるところです。そういう中において、地域社会の

ありようを示す文化財等を保護していかなければいけないということが、福島県の文化

財に関わる人間の総意であろうと思います。

ただ、いろいろ問題があります。例えば個人の資料をどうするかと考えてみますと、

警戒区域の地域割りが始まります。避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区

域です。これは、まさに線量で分けられる地域です。今までは単に原発からの距離で、

同心円状に分けていました。それもすごい話だなとは思いますが、線量で分けることが

始まります。現に避難指示解除準備区域になりました楢葉町や、南相馬市の小高区など

では、実際に出入り自由になって家に帰ってみたら資料が傷んでいたという話が出てお

ります。

できる限り対応できるものは対応していこうとしているわけですが、今後もそういう

ことが連続して起きてくると思います。今までは資料館の中でしたので、線量のことも

よく分かっているわけですが、今度は個別に対応していかなければいけないという、非

常に難しい局面が予想されます。今後、どうしたらいいものか、関係者でで頭を悩ませ
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ているところです。

岡　田　きっと吉野さんもそうだと思いますが、勤務実態として、資料館にいつもいる状

態ではない中で、日々、町の仕事をなさる状況のために、それに専念することが難しく、

特に１年目はそういう事情が強かったのだと思います。２年目は、ようやくレスキュー

活動という動きが起きたので作業ができたけれども、この先も同じような状態が続くか

どうか、なかなか分からないのではないでしょうか。

大熊町の中野さん6も同様の話をしていらっしゃいましたが、やはり地域の文化財の

担当であり、資料の搬出作業には必ず同行いただかなければ作業はできないのですが、

吉野さんの日々の仕事の状況からすると、徐々に対応が難しくなっているということは

あるのでしょうか。

吉　野　今現在、私は避難所の施設管理の仕事をしながら、文化財のことについてもさせ

ていただいていますが、徐々に専念できる環境になりつつあると思っています。

岡　田　もしかしたら、町によっていろいろな事情があるのかもしれません。それでは、

ふくしま史料ネットの活動もなさっている菊地さんにお話をお願いします。

菊　地　原発警戒区域の文化財レスキューが現実に進んでいく中で、まほろん（福島県文

化財センター白河館）の敷地内に仮の収蔵施設ができるという喜ばしいこともありまし

たが、その一方で、非常に大きな問題が顕在化してきています。

一つはキャパシティーの問題です。まほろんの仮収蔵施設は、現時点で満杯になる見

込みと伺っています。全体の２割程度しか出していない双葉町の現状があるにも関わら

ず、既に満杯の見込みということです。また、先ほど、持ち出せなかった資料があると

いう話がありましたが、放射能汚染を受けた資料をどのようにして除染するかというこ

とに関しては、現時点ではほとんどノウハウが確立されていないということもあると思

います。それから、今日はあまり話に出ませんでしたが、民俗文化財、特に無形の民俗

文化財の消失の危機という問題が、地元ではかなり危機的な意識として持たれるように

なっています。

ほかにもいろいろあると思いますが、現在、さまざまに浮き彫りになってきた問題を

勘案しますと、残念ながらまほろんの仮収蔵施設でできることは極めて限定されていま

す。これまで双葉町等で行われてきた管理等のレベルに十分及ぶ状況ではないのです。

警戒区域内の文化財に関しては、非常に危機的な状況が現実に存在しています。このよ

うな問題を共通理解として、福島県や当該自治体だけでなく、全国民の方々にもぜひ共

有いただきたいと思います。

藤原さんや吉野さんはなかなか申し上げられなかったと思いますが、こういった問題

は、既に県や当該自治体のレベルを超えた問題であり、仮収蔵施設を造れば済むことで

はなくなっていると思います。事故の性格も考えますと、かなり大きな、国のレベルで

一挙に解決するような施設が設置されなければ、警戒区域内の文化財を守ることは非常

に難しくなっているということを、この場で申し上げておきたいと思います。

原発事故に関わる文化財の問題は、福島県だけではなく、日本全体の問題ですし、さ

らに申し上げれば、世界的にもこういった活動はほとんど例がないわけです。やはり、

６　中野 幸大：福島県大熊町役場教育委員会　民俗伝承館学芸員
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それをきちんと記録に残し、国民の共有の理解にして、それをさらに世界に発信し、福

島のような事例をこれから繰り返さないようにすることが日本の責任ではないかと思っ

ているのです。そういった意味も含めて、今の福島が抱えている問題を総合的に解決す

る施設を、かなり大きな枠組みの中で設けていく必要があります。しかも、それは決し

て10年後、20年後という話ではなく、かなり喫緊の問題だと考えていますし、このこと

は福島で文化財に関わる人々の共通理解になっています。

岡　田　実際に資料館以外の、外に置かれている放射能汚染されたものを、どのように除

染するのかといった技術的な問題は、文化財がいろいろな材料で作られているせいもあ

り、簡単な課題ではございません。そういったことについては、今日はお話しするチャ

ンスがありませんでした。

町が元に戻る時間的な予測がなかなか立たない中で、文化財の専門家である私たち

は、それを救出することを当たり前のようにしていましたが、もしも30年という時間を

かけて町に住民の方が戻っていくのだとすれば、その流れの中で文化財はどういう役割

を果たすのかということが、恐らくこれから大事になってくるのだろうと思います。

今、菊地さんもおっしゃいましたが、収蔵施設を造ってそこに入れておけば安心だと

いうことではなく、それがどのような意味を持って、今後に活かされていくのかという

ことを考えていく必要があると思います。

本当はその点について皆さんのご意見を伺うべきなのですが、これは恐らく、どの

ジャンルについても同じことが言えるはずです。福島の放射能のテーマは、決して個別

の問題ではないということだと思います。


